
は
　
じ
　
め
　
に

　
国
際
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
と
は
、
国
境
を
越
え
て
取
引
さ
れ
る
商
品
役
務
に
つ
い
て
、
国
又
は
地
域
ご
と
に
市
場
を
分
割
し
、
各
市
場
で
支

配
的
地
位
を
有
す
る
事
業
者
を
割
り
当
て
る
形
態
の
カ
ル
テ
ル
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
に
対
し
て
は
、
ハ
ー
ド
コ
ア
・
カ
ル
テ
ル
と
し
て

国
際
的
に
も
厳
正
な
競
争
法
の
執
行
が
望
ま
れ
て
い 

し
か
し
、
我
が
国
独
占
禁
止
法
に
お
い
て
は
、
外
国
事
業
者
が
日
本
市
場
に
参
入
し

な
い
代
わ
り
に
、
他
国
又
は
他
の
地
域
の
市
場
に
お
い
て
支
配
的
地
位
を
得
る
こ
と
を
合
意
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
世
界
市
場
の
よ
う
な
国

境
を
越
え
た
一
定
の
取
引
分
野
を
画
定
し
な
け
れ
ば
、
日
本
市
場
に
お
い
て
売
上
げ
の
な
い
当
該
外
国
事
業
者
に
対
し
て
は
、
排
除
措
置
を
命

じ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
課
徴
金
納
付
を
命
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
一
般
的
な
理
解
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
現
実
の
事
件
処
理
に
お
い
て
も
既
に
生
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
事
件
に
お
い
て
は
、
欧
州
委
員
会
は

外
国
事
業
者
を
含
む
一
〇
社
に
対
し
て
総
額
一
億
三
一
五
一
万
ユ
ー
ロ
の
制
裁
金
賦
課
を
決
定
し
て
い
る 

公
正
取
引
委
員
会
は
、
こ
の
う

ち
五
社
に
排
除
措
置
を
命
じ
た
も
の
の
、
課
徴
金
納
付
命
令
に
つ
い
て
は
国
内
の
一
社
の
み
を
対
象
に
し
た
に
と
ど
ま
り
、
外
国
事
業
者
に
対

し
て
は
課
徴
金
を
課
し
て
い
な 

こ
の
よ
う
な
事
件
処
理
に
つ
い
て
は
、
国
際
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
に
対
す
る
独
占
禁
止
法
の
エ
ン
フ
ォ
ー

（
１
）
る
。

（
２
）
が
、

（
３
）
い
。
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一
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ス
メ
ン
ト
に
関
し
て
諸
外
国
と
比
べ
て
不
十
分
な
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
日
本
市
場
に
お
い
て
売
上
げ
の
な
い
外
国
事
業
者
に
つ
い
て
カ

ル
テ
ル
規
制
の
実
効
性
を
確
保
す
る
こ
と
で
き
る
の
か
と
い
う
指
摘
を
生
む
背
景
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
外
国
事
業
者
に
対
し
て
課
徴
金
納
付
を
命
じ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
外
国
事
業
者
が
外
国
で
行
っ
た
行
為
に
対
し
、
国
家
権
力
の
行

使
と
し
て
の
行
政
処
分
の
発
動
が
許
さ
れ
る
か
と
い
う
管
轄
権
の
問
題
が
あ 

管
轄
権
の
限
界
に
つ
い
て
は
国
際
的
に
も
議
論
が
あ
る
と
こ

ろ
だ
が
、
立
法
管
轄
権
に
つ
い
て
は
、
自
国
と
密
接
、
実
質
的
、
直
接
か
つ
重
要
な
関
連
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
自
国
の
法
令
を
適
用
す
る
こ

と
は
基
本
的
に
許
容
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
く
、
こ
れ
に
対
し
、
執
行
管
轄
権
に
つ
い
て
は
、
領
域
国
の
同
意
を
得
ず
に
公
権
力
の
行
使
に

当
た
る
行
為
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い 

課
徴
金
の
賦
課
方
式
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
国
際
法
原
則
を
も
充
足
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
本
稿
は
、
国
際
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
に
お
い
て
、
我
が
国
に
お
い
て
売
上
げ
の
な
い
外
国
事
業
者
に
対
し
、
独
占
禁
止
法
に
基
づ
く
課
徴
金

納
付
を
命
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
違
反
行
為
の
抑
止
を
図
る
方
策
に
つ
い
て
、
管
轄
権
の
牴
触
に
配
慮
し
な
が
ら
法
的
論
点
を
中
心
に
検
討
を
加

え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
１
　
国
際
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
に
対
す
る
課
徴
金
の
算
定
方
法

１
　
世
界
市
場
の
認
定
に
よ
る
課
徴
金
賦
課

　
不
当
な
取
引
制
限
に
係
る
課
徴
金
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
の
は
「
当
該
商
品
又
は
役
務
の
…
…
売
上
額
」（
独
占
禁
止
法
第
七
条
の
二
第
一

項
）
で
あ
り
、
法
文
上
は
国
内
で
の
売
上
げ
に
限
定
さ
れ
な
い
か
た
ち
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
が
国
で
の
売
上
げ

が
な
い
外
国
事
業
者
に
対
す
る
課
徴
金
納
付
命
令
の
可
否
が
問
題
に
な
る
の
は
、
通
常
、
一
定
の
取
引
分
野
が
我
が
国
の
国
境
を
越
え
て
画
定

（
４
）
る
。

（
５
）
る
。
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さ
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
最
も
率
直
な
解
決
策
は
、
違
反
行
為
の
実
態
に
即
し
、
国
境
を
越
え
て

一
定
の
取
引
分
野
を
画
定
し
て
法
令
を
適
用
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
世
界
的
な
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
の
場
合
に
、
い
わ
ゆ
る

世
界
市
場
を
一
定
の
取
引
分
野
と
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
外
国
市
場
に
お
い
て
カ
ル
テ
ル
に
よ
る
売
上
げ
を
得
て
い
る
事
業
者
に
対
し
て
も

課
徴
金
納
付
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
前
述
の
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
事
件
に
お
い
て
も
、
確
か
に
世
界
規
模
の
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
で
あ
る
こ
と
が
事
実
と
し
て
認
定
さ
れ
て

い
る
が
、
法
令
の
適
用
と
し
て
は
「
特
定
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
の
う
ち
我
が
国
に
所
在
す
る
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
の
需
要
者
が
発
注
す
る
も
の
の
取
引
分

野
」
を
一
定
の
取
引
分
野
と
し
て
画
定
し
て
お
り
、
世
界
市
場
は
画
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
事
件
担
当
審
査
官
に
よ
る
解
説

で
は
「
一
定
の
取
引
分
野
を
画
定
し
て
競
争
の
実
質
的
制
限
を
認
定
す
る
に
当
た
っ
て
、
我
が
国
独
占
禁
止
法
の
保
護
法
益
が
我
が
国
に
お
け

る
公
正
且
つ
自
由
な
競
争
の
促
進
等
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
外
国
競
争
当
局
に
お
い
て
も
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
の
製
造
販
売
業
者
ら
に
対
す

る
審
査
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
等
が
考
慮
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も 

と
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
公
正
取
引
委
員
会
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
事

件
で
は
、
需
要
者
が
日
本
国
内
に
所
在
す
る
市
場
が
一
定
の
取
引
分
野
と
さ
れ
て
い
る
。
学
説
に
お
い
て
は
、「
日
本
独
禁
法
違
反
と
な
り
得

る
の
は
需
要
者
が
日
本
国
内
に
所
在
す
る
部
分
に
限
ら
れ 

と
の
見
解
と
、
我
が
国
市
場
に
影
響
が
あ
る
こ
と
を
必
要
と
し
つ
つ
も
「
一
定

の
取
引
分
野
を
国
内
市
場
だ
け
に
限
る
理
由
は
な 

と
す
る
見
解
と
が
対
立
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

　
こ
の
点
、
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
「
あ
る
商
品
に
つ
い
て
、
内
外
の
需
要
者
が
内
外
の
供
給
者
を
差
別
す
る
こ
と
な
く
取
引
し
て
い

る
よ
う
な
場
合
に
は
、
…
…
国
境
を
越
え
て
地
理
的
範
囲
が
画
定
さ
れ
る
こ
と
と
な 

と
定
め
て
お
り
、
公
正
取
引
委
員
会
も
地
理
的
範
囲

の
外
延
が
一
律
日
本
国
内
に
限
定
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
、
実
際
の
事
例
に
お
い
て
世
界
全
体
や
ア
ジ
ア
地
域
を

地
理
的
範
囲
と
し
て
画
定
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ 

し
か
し
な
が
ら
、
安
易
に
世
界
市
場
を
認
定
し
な
い
背
景
に
は
、

（
６
）
の
」

（
７
）
る
」

（
８
）
い
」

（
９
）
る
」

（
　
）
１０る
。
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以
下
の
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
一
に
、
こ
の
よ
う
な
法
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
競
争
が
実
質
的
に
制
限
さ
れ
て
い
る
か
否
か
の
立
証
活
動
を
世
界
レ
ベ
ル
で

行
う
の
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
実
務
上
の
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
各
国
で
の
取
引
を
踏
ま
え
た
世

界
シ
ェ
ア
を
算
出
し
、
潜
在
的
な
競
争
圧
力
や
需
要
者
の
対
抗
的
交
渉
力
を
世
界
規
模
で
把
握
し
て
検
証
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
の
具
体
的
な
競
争
制
限
効
果
が
ど
の
部
分
の
売
上
げ
ま
で
及
ん
で
い
る
か
を
厳
密
に
判
断
す
る
の

は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
外
国
で
の
売
上
げ
を
基
礎
に
し
て
課
徴
金
を
算
定
す
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
独
占
禁
止
法
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
す
る
我
が
国

の
競
争
秩
序
の
維
持
の
観
点
か
ら
適
当
な
水
準
を
導
け
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
例
え
ば
、
問
題
と
な
る
商
品
役
務
に
つ
い
て
の
我
が
国

市
場
が
小
規
模
で
あ
る
場
合
で
も
、
外
国
市
場
に
お
い
て
巨
額
の
売
上
げ
を
得
て
い
る
事
業
者
に
対
し
、
こ
れ
に
応
じ
た
多
額
の
課
徴
金
を
課

す
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
課
徴
金
制
度
は
独
占
禁
止
法
の
目
的
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
義
を
も
た
ら
す
。
こ
の
こ
と

は
、
同
一
事
件
が
外
国
の
競
争
法
に
よ
っ
て
違
反
と
な
り
、
そ
こ
で
も
金
銭
的
制
裁
を
賦
課
さ
れ
る
場
合
な
ど
に
お
い
て
管
轄
権
上
の
牴
触
を

引
き
起
こ
す
こ
と
と
も
な
る
。
我
が
国
で
の
売
上
げ
に
基
づ
い
て
外
国
事
業
者
に
課
徴
金
の
納
付
を
命
じ
た
事
件
と
し
て
日
本
機
械
保
険
連
盟

事 

ブ
ラ
ウ
ン
管
カ
ル
テ
ル
事 

あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
件
に
お
い
て
は
、
立
法
管
轄
権
及
び
司
法
管
轄
権
に
配
慮
し
つ
つ
、
重
大
な
競

争
制
限
行
為
に
つ
い
て
は
、
執
行
管
轄
権
の
及
ぶ
範
囲
で
外
国
事
業
者
に
対
し
て
法
的
措
置
を
行
っ
て
き
て
い
る
と
評
価
で
き
る
。
外
国
競
争

当
局
が
競
争
法
の
法
執
行
を
行
っ
て
い
る
市
場
に
お
け
る
売
上
げ
を
基
礎
と
し
て
課
徴
金
を
算
定
す
る
こ
と
は
、
二
重
徴
収
の
問
題
を
引
き
起

こ
す
こ
と
と
な
り
、
過
剰
徴
収
の
抑
止
と
の
観
点
か
ら
、
国
際
礼
譲
の
概
念
に
鑑
み
、
国
際
的
体
制
の
整
っ
て
い
な
い
現
時
点
で
は
適
当
と
は

い
え
な
い
。

（
　
）
１１件
や

（
　
）
１２件
が
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２
　
欧
州
委
員
会
の
算
定
方
法

　
国
際
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
に
つ
い
て
外
国
で
の
売
上
げ
し
か
な
い
違
反
事
業
者
に
も
制
裁
金
を
課
す
欧
州
委
員
会
に
お
い
て
も
、
違
反
事
業

者
の
全
世
界
に
お
け
る
総
売
上
高
の
一
〇
％
を
制
裁
金
額
の
上
限
と
し
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
も
制
裁
金
算
定
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
は
欧
州
域

内
で
の
売
上
高
で
あ
る
。
で
は
、
欧
州
委
員
会
は
ど
の
よ
う
に
し
て
欧
州
域
内
で
売
上
げ
の
な
い
違
反
事
業
者
の
制
裁
金
を
算
定
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
欧
州
委
員
会
が
二
〇
〇
六
年
に
改
定
し
た
「
制
裁
金
の
算
定
方
法
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ 

第
一
八
段
落
で
は
、
国
際
市
場
分
割
カ
ル
テ

ル
の
よ
う
な
事
件
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
例
外
的
な
算
定
方
法
を
用
意
し
て
い
る
。

　
違
反
行
為
の
地
理
的
範
囲
が
、
欧
州
経
済
圏
（
Ｅ
Ｅ
Ａ
）
を
越
え
て
広
が
っ
て
い
る
場
合
（
例
え
ば
世
界
的
規
模
の
カ
ル
テ
ル
の
場
合
）、

欧
州
経
済
圏
内
に
お
け
る
事
業
者
の
違
反
行
為
に
係
る
売
上
げ
は
、
違
反
行
為
に
対
す
る
各
事
業
者
の
寄
与
度
（w

eight

 
     
）
を
正
確
に
反

映
し
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
世
界
的
規
模
の
市
場
分
割
協
定
の
場
合
は
、
特
に
そ
う
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
欧
州
経
済
圏
に
お
け
る
当
該
行
為
に
係
る
売
上
げ
全
体
の
規
模
と
違
反
行
為
に
対
す
る
各
事
業
者
の

寄
与
度
の
両
方
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
欧
州
委
員
会
は
、
違
反
行
為
が
行
わ
れ
た
地
理
的
範
囲
（
欧
州
経
済
圏
よ
り
も
広
い
範
囲
）
に
お

け
る
違
反
行
為
に
係
る
商
品
又
は
役
務
の
総
売
上
額
を
算
定
し
、
違
反
行
為
に
関
与
し
た
各
事
業
者
の
当
該
市
場
に
お
け
る
売
上
額
に
係

る
シ
ェ
ア
を
決
定
し
た
上
で
、
こ
の
シ
ェ
ア
を
欧
州
経
済
圏
に
お
け
る
関
係
事
業
者
の
総
売
上
額
に
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

結
果
は
、
制
裁
金
の
基
礎
額
を
設
定
す
る
上
で
の
売
上
額
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。

（
　
）
１３ン
」

国
際
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
に
お
け
る
課
徴
金
の
算
定
に
つ
い
て
（
伊
永
） 

一
一
九
（
　
　
　
）

一
一
九



　
前
述
の
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
事
件
に
お
い
て
も
、
欧
州
委
員
会
は
、
欧
州
経
済
圏
内
に
お
け
る
事
業
者
の
違
反
行
為
に
係
る
売
上
げ
が
各
事
業
者

の
違
反
行
為
に
係
る
寄
与
度
を
正
確
に
反
映
し
て
い
な
い
と
し
て
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
欧

州
経
済
圏
に
お
け
る
他
の
事
業
者
に
著
し
い
被
害
を
及
ぼ
す
力
を
有
す
る
こ
と
を
示
す
最
も
適
切
な
指
標
と
し
て
世
界
規
模
の
売
上
額
を
挙
げ

て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
当
該
カ
ル
テ
ル
が
全
体
と
し
て
安
定
し
た
実
効
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
の
貢
献
指
標
と
も
な
っ
て
い
る
と
し
て
い

 

そ
し
て
、
欧
州
委
員
会
も
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
の
配
送
地
や
使
用
地
で
は
な
く
受
注
地
（place

ofinvoice

                
）
を
基
に
欧
州
経
済
圏
の
売
上
げ

を
積
算
し
て
お
り
、
違
反
行
為
期
間
に
お
け
る
世
界
規
模
の
売
上
額
を
合
算
し
て
平
均
シ
ェ
ア
を
算
出
し
、
こ
れ
を
基
に
制
裁
金
を
算
定
し
て

い 

第
２
　
算
定
方
法
の
特
則
を
置
く
に
当
た
っ
て
の
論
点

　
我
が
国
で
の
売
上
げ
の
な
い
外
国
事
業
者
に
対
し
課
徴
金
を
課
す
た
め
、
欧
州
委
員
会
と
同
様
に
、
独
占
禁
止
法
に
お
い
て
も
国
際
市
場
分

割
カ
ル
テ
ル
を
念
頭
に
置
い
た
例
外
的
な
算
定
方
法
（
以
下
「
算
定
方
法
の
特
則
」
と
い
う
）
を
採
用
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
算
定
方
法
を
我
が
国
独
占
禁
止
法
に
お
い
て
も
採
用
す
れ
ば
、
国
境
を
越
え
て
一
定
の
取
引
分
野
を
画
定
し
な
く
と
も
、
日
本
国
内
で
の
売

上
げ
の
有
無
に
よ
っ
て
対
象
事
業
者
を
限
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
我
が
国
市
場
に
参
入
し
な
か
っ
た
事
業
者
に
対
し
て
も
課
徴
金
を
課
す
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
我
が
国
に
お
け
る
対
象
商
品
役
務
の
市
場
規
模
を
基
礎
と
し
て
課
徴
金
額
が
算
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
外
国
事
業
者

が
我
が
国
に
参
入
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
我
が
国
で
生
じ
た
影
響
が
適
切
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、

我
が
国
市
場
へ
の
影
響
に
応
じ
た
課
徴
金
が
賦
課
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
り
、
独
占
禁
止
法
の
保
護
法
益
の
観
点
か
ら
過
剰
の
抑
止
力
を
持
つ
こ

と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
く
、
外
国
に
お
け
る
競
争
法
執
行
の
場
面
で
の
管
轄
権
の
牴
触
も
問
題
と
な
り
に
く
く
な
る
。

（
　
）
１４る
。（

　
）
１５る
。
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た
だ
し
、
一
定
の
上
限
額
の
範
囲
内
で
最
終
的
に
は
裁
量
的
に
制
裁
金
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
欧
州
委
員
会
と
異
な
り
、
独
占
禁
止
法
で
は

課
徴
金
の
算
定
方
法
は
法
令
に
基
づ
い
て
非
裁
量
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
課
徴
金
制
度
の
仕
組
み
自
体
を
維
持
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

法
解
釈
の
範
囲
で
対
応
し
た
欧
州
委
員
会
と
異
な
り
、
算
定
方
法
の
特
則
も
法
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。

　
以
下
、
算
定
方
法
の
特
則
を
法
定
す
る
に
当
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
点
が
問
題
に
な
る
か
に
つ
き
検
討
す
る
。

１
　
算
定
方
法
の
特
則
を
設
け
る
必
要
性

　
そ
も
そ
も
、
外
国
に
お
い
て
売
上
げ
が
生
じ
て
い
る
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
管
轄
権
の
牴
触
に
も
配
慮
し
、
当
該
外
国
に
お
け
る
競
争
当
局

が
実
情
に
即
し
た
金
銭
的
不
利
益
処
分
を
課
す
の
が
望
ま
し
い
場
合
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
算
定
方
法
の
特
則
を
置
い
て
ま
で

外
国
事
業
者
に
対
し
て
課
徴
金
の
納
付
を
命
じ
る
必
要
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
問
題
と
な
る
。

　
ま
ず
、
独
占
禁
止
法
上
の
課
徴
金
制
度
は
、
判
例
上
、「
カ
ル
テ
ル
の
摘
発
に
伴
う
不
利
益
を
増
大
さ
せ
て
そ
の
経
済
的
誘
因
を
小
さ
く
し
、

カ
ル
テ
ル
の
予
防
効
果
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
…
カ
ル
テ
ル
禁
止
の
実
効
性
確
保
の
た
め
の
行
政
上
の
措
置
と
し
て
機
動
的
に
発

動
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ 

と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
国
際
的
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
を
行
っ
た
外
国
事
業
者
の
所
在
す
る
国
の
競
争

当
局
が
執
る
措
置
が
こ
の
よ
う
な
課
徴
金
の
抑
止
目
的
を
充
足
し
得
る
も
の
と
な
る
保
障
は
な
く
、
我
が
国
に
お
い
て
必
要
な
抑
止
力
を
十
分

に
確
保
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
。

　
ま
た
、
日
本
市
場
に
参
入
し
て
い
な
い
外
国
事
業
者
に
対
し
て
課
徴
金
が
全
く
課
さ
れ
な
い
制
度
と
す
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
事
業
者
が

我
が
国
で
課
徴
金
減
免
制
度
（
独
占
禁
止
法
第
七
条
の
二
第
七
項
以
下
）
を
利
用
し
て
執
行
協
力
す
る
可
能
性
を
排
除
す
る
こ
と
と
な
る
。
現

在
、
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
不
当
な
取
引
制
限
の
法
執
行
に
お
い
て
課
徴
金
減
免
制
度
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ 

踏
ま
え
る

（
　
）
１６る
」

（
　
）
１７と
を

国
際
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
に
お
け
る
課
徴
金
の
算
定
に
つ
い
て
（
伊
永
） 

一
二
一
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と
、
こ
の
よ
う
な
違
反
行
為
に
対
す
る
法
執
行
機
能
を
著
し
く
損
な
う
も
の
と
い
え
る
。

２
　
法
制
上
の
許
容
性
─
不
当
利
得
と
の
関
係

　
国
内
で
の
売
上
げ
が
な
い
事
業
者
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
国
内
市
場
に
対
す
る
競
争
制
限
に
よ
り
直
接
的
に
不
当
利
得
を
得
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
事
業
者
に
対
し
て
独
占
禁
止
法
上
の
課
徴
金
を
課
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
問
題
と
な
る
。

　（
１
）　
課
徴
金
と
不
当
利
得
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
論
争

　
課
徴
金
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
課
徴
金
が
課
さ
れ
る
と
と
も
に
罰
金
が
科
さ
れ
る
こ
と
が
二
重
処
罰
を
禁
止
す
る
憲
法
第
三
九
条
に
違
反
す

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
論
点
を
め
ぐ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
の
議
論
の
大
勢
は
、
法
人
税
法
上
の
議
論
を
参
考
に
、
①
違
反
が
あ

れ
ば
必
ず
課
さ
れ
る
こ
と
（
非
裁
量
性
）、
②
違
反
行
為
の
抑
止
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
（
抑
止
目
的
）
の
二
つ
を
主
張
す
る
と
と
も
に
、

課
徴
金
独
自
の
性
格
と
し
て
③
課
徴
金
は
不
当
利
得
を
剥
奪
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
り
制
裁
で
は
な
い
（
不
当
利
得
剥
奪
論
）、
と
主
張
す
る

こ
と
に
よ
り
、
二
重
処
罰
の
禁
止
に
抵
触
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、
裁
判
例
に
お
い
て
は
「
課
徴
金
の
基
本
的
な
性
格
が
社
会

的
公
正
を
確
保
す
る
た
め
の
カ
ル
テ
ル
行
為
に
よ
る
不
当
な
経
済
的
利
得
の
剥
奪
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
述
べ
た
も
の

も
存
在
す 

　
そ
の
後
、
憲
法
第
三
九
条
後
段
は
、
同
じ
行
為
に
対
し
同
じ
制
裁
規
定
が
複
数
回
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
じ
行
為

に
対
し
複
数
の
制
裁
規
定
が
併
存
し
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
考
え 

有
力
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
課

徴
金
算
定
率
の
引
上
げ
や
課
徴
金
減
免
制
度
の
導
入
を
行
っ
た
平
成
一
七
年
独
占
禁
止
法
改 

当
た
り
、
課
徴
金
と
不
当
利
得
と
の
関
係
が

整
理
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
不
当
利
得
の
剥
奪
は
課
徴
金
の
法
的
性
格
で
は
な
い
と
さ
れ
、
代
わ
り
に
、
経
済
上
の
利
得
を
納
付
さ
せ
よ
う
と

（
　
）
１８る
。

（
　
）
１９方
が

（
　
）
２０正
に
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す
る
の
は
課
徴
金
算
定
の
基
本
的
考
え
方
に
過
ぎ
な
い
、
不
当
利
得
剥
奪
論
は
二
重
処
罰
の
禁
止
に
関
す
る
議
論
の
中
で
の
説
明
に
過
ぎ
な
い

と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い 

ま
た
、
最
高
裁
は
平
成
一
七
年
改
正
前
の
課
徴
金
制
度
に
つ
い
て
も
、「
課
徴
金
の
額
は
カ
ル
テ
ル
に
よ
っ
て

実
際
に
得
ら
れ
た
不
当
な
利
得
の
額
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
、
不
当
利
得
の
剥
奪
に
つ

い
て
言
及
し
た
原
審
の
判
決
部
分
を
破
棄
し
て
い 

　（
２
）　
立
法
段
階
で
要
求
さ
れ
る
不
当
利
得
と
の
関
連
性

　
も
っ
と
も
、
不
当
利
得
剥
奪
論
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
課
徴
金
と
不
当
利
得
と
の
関
係
を
断
絶
す
る
こ
と
に
は
必
ず
し
も
つ
な
が
ら
な
い
。

「
立
法
段
階
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
七
年
改
正
後
の
課
徴
金
制
度
も
、
実
は
、
不
当
利
得
を
慮
外
に
置
い
て
立
法
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
少

な
く
と
も
原
則
算
定
率
お
よ
び
小
売
業
・
卸
売
業
・
小
規
模
事
業
者
の
軽
減
算
定
率
は
、
不
当
利
得
額
と
一
定
の
比
例
関
係
を
保
つ
よ
う
目
指

し
て
立
法
さ
れ
て
い 

と
し
て
、
立
法
段
階
で
は
不
当
利
得
と
の
関
連
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
他
方
、
立
法
段
階
に
お
い
て
も
不
当
利
得
額
と
課
徴
金
額
が
一
致
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
例
え
ば
、
平
成

一
七
年
改
正
に
お
け
る
課
徴
金
算
定
率
の
引
上
げ
（
製
造
業
等
の
大
企
業
に
つ
い
て
六
％
か
ら
一
〇
％
へ
引
上
げ
）
に
お
い
て
、
①
カ
ル
テ

ル
・
入
札
談
合
等
に
よ
る
不
当
利
得
の
率
は
、
少
な
く
と
も
八
％
程
度
は
存
在
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
（
過
去
の
事
件
の
九
割
で
、
違

反
行
為
の
前
後
で
八
％
以
上
の
価
格
差
が
あ
っ
た
。）、
②
国
内
の
他
の
制
度
で
不
正
利
得
の
四
割
増
し
又
は
二
倍
増
し
の
金
銭
を
徴
収
す
る
制

度
が
存
在
す
る
こ
と
、
③
カ
ル
テ
ル
・
入
札
談
合
が
行
わ
れ
る
と
社
会
全
体
に
損
失
が
生
じ
る
こ
と
、
④
国
際
的
な
水
準
と
の
比
較
の
四
点
に

基
づ
く
も
の
と
し
て
、
不
当
利
得
額
以
上
の
金
銭
を
徴
収
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

で
あ 

　
さ
ら
に
、
平
成
二
一
年
独
占
禁
止
法
改 

は
、
課
徴
金
の
算
定
期
間
と
不
当
利
得
の
発
生
時
期
の
関
係
、
又
は
課
徴
金
と
不
当
利
得
そ
の

（
　
）
２１る
。

（
　
）
２２る
。

（
　
）
２３る
」

（
　
）
２４る
。

（
　
）
２５正
で

国
際
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
に
お
け
る
課
徴
金
の
算
定
に
つ
い
て
（
伊
永
） 
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も
の
と
の
関
係
に
、
あ
る
種
の
変
容
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
。
例
え
ば
、
新
た
に
課
徴
金
の
対
象
と
な
っ
た
違
反
行
為
類
型

の
う
ち
不
当
廉
売
は
、「
商
品
又
は
役
務
を
そ
の
供
給
に
要
す
る
費
用
を
著
し
く
下
回
る
対
価
で
継
続
し
て
供
給
す
る
」
こ
と
が
要
件
と
な
っ

て
い
る
の
で
、
違
反
行
為
期
間
中
に
不
当
利
得
が
生
じ
る
こ
と
は
想
定
し
が
た
い
。
こ
れ
ま
で
課
徴
金
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
違
反
行
為
類
型

で
は
、
違
反
行
為
期
間
中
に
生
じ
た
不
当
利
得
と
の
関
係
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
と
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。
他

方
、
平
成
二
一
年
改
正
に
よ
り
新
た
に
課
徴
金
の
対
象
と
な
っ
た
不
公
正
な
取
引
方
法
四
類
型
に
つ
い
て
も
、
課
徴
金
の
算
定
率
の
設
定
に
当

た
っ
て
は
、
過
去
の
違
反
事
件
に
お
い
て
推
計
さ
れ
た
不
当
な
利
益
が
売
上
額
に
占
め
る
割
合
を
参
考
に
し
た
と
さ
れ
て
お 

不
当
利
得
と

の
関
係
は
依
然
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い 

　
国
際
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
の
場
合
、
我
が
国
に
参
入
を
控
え
た
事
業
者
に
と
っ
て
は
、
違
反
行
為
期
間
中
、
一
定
の
取
引
分
野
で
あ
る
国
内

市
場
に
お
い
て
売
上
げ
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
の
不
当
利
得
も
観
念
で
き
な
い
。
し
か
し
、
本
来
自
由
な
事
業
活
動
を
互
い
に
制
限

し
合
い
、
あ
え
て
特
定
の
市
場
へ
の
参
入
を
控
え
る
と
い
う
行
動
を
と
る
背
景
に
は
、
そ
れ
を
相
殺
す
る
何
ら
か
の
利
益
が
他
の
地
域
等
に
お

い
て
得
ら
れ
る
と
の
前
提
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
課
徴
金
は
不
当
利
得
相
当
額
以
上
の
金
銭
を
徴
収
す
る
制
度
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
平
成

一
七
年
改
正
）、
違
反
行
為
期
間
の
観
点
な
い
し
不
当
利
得
発
生
の
蓋
然
性
の
観
点
で
も
不
当
利
得
と
の
関
係
に
変
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
（
平

成
二
一
年
改
正
）
を
踏
ま
え
る
と
、
一
定
の
取
引
分
野
に
お
い
て
直
接
的
に
不
当
利
得
が
発
生
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
事
業
者
に
対
し
て
課

徴
金
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
我
が
国
法
制
上
に
お
い
て
も
許
容
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
の

が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　（
３
）　
損
害
の
観
点
か
ら
の
補
足

　
平
成
一
七
年
改
正
後
に
お
け
る
課
徴
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
、
不
当
利
得
と
の
一
定
の
関
係
を
保
ち
つ
つ
、
社
会
全
体
の
損

（
　
）
２６り
、

（
　
）
２７る
。
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失
と
い
う
損
害
の
観
点
を
加
味
す
る
な
ど
に
よ
り
、
違
反
行
為
を
抑
止
す
る
た
め
の
行
政
上
の
措
置
と
し
て
、
刑
事
罰
と
は
異
な
る
と
の
位
置

付
け
を
維
持
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
国
際
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
に
お
け
る
算
定
方
法
の
特
則
の
導
入
も
、
ま
た
同
様
の
観
点
か
ら
位
置

付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
違
反
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
着
目
す
る
と
い
う
点
か
ら
は
、
以
下
の
と
お
り
、
独
占
禁
止
法
違
反
に

対
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
で
の
処
理
が
参
考
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
独
占
禁
止
法
違
反
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
で
は
、
結
果
的
に
落
札
し
な
か
っ
た
者
を
含
め
て
、
談
合
（
個
別
物
件
の
受
注
調
整
）
に

参
加
し
た
す
べ
て
の
事
業
者
に
連
帯
責
任
を
課
し
得
る
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
奈
良
県
発
注
の
デ
ジ
タ
ル
計
装
制
御
シ
ス
テ
ム
工
事
入
札

談
合
に
係
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
で
は
、
横
河
電
機
㈱
、
㈱
日
立
製
作
所
及
び
富
士
電
機
㈱
が
連
帯
し
て
四
五
七
一
万
円
の
損
害
（
た
だ
し
、

富
士
電
機
㈱
に
つ
い
て
は
、
四
五
七
一
万
円
の
う
ち
四
〇
四
〇
万
円
の
損
害
に
限
る
）
を
賠
償
す
べ
き
旨
が
命
じ
ら
れ
て
い 

本
件
工
事
二

件
を
落
札
し
た
の
は
い
ず
れ
も
横
河
電
機
㈱
で
あ
っ
た
が
、
落
札
し
な
か
っ
た
㈱
日
立
製
作
所
及
び
富
士
電
機
㈱
も
共
同
不
法
行
為
者
と
し
て

賠
償
責
任
の
主
体
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
同
様
の
結
論
を
採
用
し
て
い
る
座
間
市
発
注
の
土
木
工
事
及
び
舗
装
工
事

入
札
談
合
に
係
る
損
害
賠
償
請
求
事 

、「
談
合
に
よ
り
受
注
予
定
者
と
な
り
、
現
実
に
落
札
し
て
契
約
を
す
る
に
至
っ
た
者
は
、
不
正
な

受
益
者
と
し
て
不
法
行
為
責
任
の
中
心
的
な
者
と
な
る
。
他
方
、
落
札
者
以
外
の
談
合
参
加
者
は
、
不
正
な
落
札
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
に
協
力

す
る
も
の
で
あ
り
、
落
札
者
以
外
の
談
合
参
加
者
の
談
合
と
入
札
行
為
が
な
け
れ
ば
不
正
な
落
札
結
果
を
生
じ
な
い
か
ら
、
こ
の
入
札
行
為
も

不
法
行
為
に
該
当
し
、
参
加
者
は
入
札
自
体
に
よ
る
受
益
は
な
い
も
の
の
、
不
法
行
為
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
判

示
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
け
る
処
理
は
、
不
当
利
得
と
い
う
受
益
の
観
点
で
は
な
く
、
不
正
な
結
果
を
も
た
ら
す
因
果
関
係
の

観
点
か
ら
落
札
者
以
外
の
談
合
参
加
者
の
責
任
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
欧
州
委
員
会
に
お
け
る
制
裁
金
の

（
　
）
２８る
。

（
　
）
２９件
は

国
際
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
に
お
け
る
課
徴
金
の
算
定
に
つ
い
て
（
伊
永
） 
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算
定
方
法
に
お
い
て
、
違
反
行
為
へ
の
寄
与
度
を
問
題
に
し
て
い
た
こ
と
と
も
符
合
す
る
も
の
と
い
え
る
。

３
　
定
義
・
要
件
の
問
題
：
国
内
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
等
と
の
関
係

　
欧
州
委
員
会
の
よ
う
な
裁
量
的
な
制
裁
金
の
制
度
を
採
用
せ
ず
、
法
定
の
要
件
に
基
づ
い
て
機
械
的
に
課
徴
金
を
算
定
す
る
と
い
う
現
行
課

徴
金
の
制
度
を
維
持
す
る
場
合
、
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
の
要
件
（
定
義
）
も
法
律
に
明
記
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル

を
定
義
し
、
課
徴
金
が
課
さ
れ
る
要
件
を
明
定
す
る
の
は
簡
単
で
は
な
い
。

　
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
は
国
内
で
も
行
わ
れ
得
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
生
じ
る
問
題
か
ら
同
一
の
論
点
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
四
国
ロ
ー

ド
サ
ー
ビ
ス
事 

は
、
四
国
地
区
の
道
路
保
全
土
木
工
事
に
つ
い
て
、
四
国
ロ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
㈱
一
社
が
受
注
す
る
の
に
対
し
三
社
は
そ
れ

に
協
力
す
る
と
い
う
合
意
を
結
ん
で
い
る
と
認
定
さ
れ
て
い
る
が
、
四
国
地
区
で
の
受
注
を
し
な
い
と
し
た
三
社
は
、
違
反
行
為
者
で
あ
る
も

の
の
、
本
件
違
反
行
為
の
対
象
商
品
役
務
の
売
上
げ
が
な
く
、
課
徴
金
納
付
を
命
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
三
社
は
上
記
合
意
に
応
じ
れ

ば
四
国
ロ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
㈱
は
中
国
地
区
に
参
入
し
な
い
と
考
え
て
応
じ
た
こ
と
が
認
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
態
と
し
て
は
四
国
地
区

と
中
国
地
区
で
市
場
分
割
を
行
っ
た
事
案
で
あ
っ
た
と
い
え 

国
際
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
に
つ
い
て
の
算
定
方
法
の
特
則
を
設
け
る
場
合
、

こ
れ
を
国
内
で
の
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
に
も
適
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
合
理
的
な
理
由
は
な
い
。
し
か
し
、
本
件
に
つ
い
て
相
互
拘
束
性
が
認

め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
（
当
該
工
事
は
四
国
ロ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
㈱
が
受
注
す
る
と
い
う
合
意
内
容
が
そ
れ
自
体
で
相
互
拘
束
の
要
件
を
満
た

す
か
、
中
国
地
区
へ
参
入
し
な
い
と
い
う
本
件
の
一
定
の
取
引
分
野
の
外
の
合
意
内
容
が
相
互
拘
束
の
要
件
を
満
た
す
か
と
い
う
問
題
）
が
議

論
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
際
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
に
つ
い
て
も
一
定
の
取
引
分
野
を
我
が
国
市
場
に
限
定
し
た
場
合
に
は
同
様
の
問
題
が
生

じ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
合
意
内
容
が
認
定
さ
れ
れ
ば
算
定
方
法
の
特
則
が
適
用
さ
れ
る
の
か
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
　
）
３０件
で

（
　
）
３１る
。
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さ
ら
に
、
入
札
談
合
に
お
け
る
協
力
者
と
呼
ば
れ
る
事
業
者
も
、
受
注
予
定
者
が
受
注
で
き
る
よ
う
に
高
値
入
札
す
る
な
ど
し
て
落
札
し
な

い
よ
う
一
方
的
に
協
力
す
る
と
い
う
点
で
は
、
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
に
お
い
て
特
定
の
市
場
に
参
入
し
な
い
事
業
者
と
同
様
で
あ
る
。
実
際
、

民
事
事
件
で
は
談
合
の
非
落
札
者
に
も
連
帯
し
て
損
害
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
違
反
行
為
の
成
立
に
必
要

な
協
力
を
し
て
い
る
も
の
の
一
方
的
で
あ
る
と
し
て
違
反
行
為
者
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
事
業
者
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
か
と
い
う
問
題
が

浮
き
上
が
っ
て
く
る
。
現
行
制
度
は
売
上
げ
が
生
じ
て
い
な
け
れ
ば
課
徴
金
は
課
さ
れ
な
い
と
い
う
建
付
け
で
あ
る
た
め
、
違
反
行
為
者
か
否

か
は
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
な 

、
売
上
げ
が
生
じ
て
い
な
い
違
反
行
為
者
に
つ
い
て
も
課
徴
金
を
課
す
こ
と
と
な
れ
ば
、
違
反
行
為
に

寄
与
し
た
者
で
あ
る
か
否
か
を
明
確
な
基
準
に
よ
り
判
断
す
る
必
要
が
よ
り
高
ま
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
算
定
方
法
の
特
則
の
問
題
は
、

独
占
禁
止
法
の
執
行
に
お
い
て
重
要
な
一
角
を
占
め
る
入
札
談
合
事
件
処
理
一
般
に
不
可
避
的
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
社
会

保
険
庁
発
注
シ
ー
ル
談
合
事
件
に
お
い
て
、
㈱
日
立
情
報
シ
ス
テ
ム
ズ
は
社
会
保
険
庁
か
ら
の
直
接
の
受
注
実
績
が
な
か
っ
た
と
し
て
課
徴
金

賦
課
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
が
、
受
注
者
が
他
の
談
合
参
加
者
に
利
益
を
確
保
さ
せ
る
目
的
で
順
次
下
請
発
注
す
る
「
回
し
」
と
称
す
る
特

徴
あ
る
形
態
を
採
っ
て
お
り
、
実
際
に
は
談
合
に
よ
る
派
生
的
な
利
益
を
享
受
し
て
い
た
違
反
事
業
者
で
あ
っ
た
と
い
え
、
入
札
談
合
事
案
に

お
け
る
一
方
的
協
力
者
に
つ
い
て
も
課
徴
金
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
制
度
の
必
要
性
が
こ
こ
で
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ 

４
　
算
定
方
法
の
問
題

　
違
反
事
業
者
の
課
徴
金
額
を
算
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
基
本
的
に
は
、
カ
ル
テ
ル
・
入
札
談
合
で
合
意
の
対
象
と
な
っ
た
商
品
役
務
が
一

定
の
取
引
分
野
と
な
り
、
そ
こ
で
の
各
事
業
者
の
売
上
げ
を
把
握
し
て
行
う
こ
と
と
な
る
。
算
定
方
法
の
特
則
を
導
入
し
た
と
き
大
き
な
問
題

と
な
る
の
は
、
世
界
的
規
模
の
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
場
合
、
世
界
市
場
に
お
け
る
違
反
事
業
者
の
シ
ェ
ア
を
算
出
す
る

（
　
）
３２い
が

（
　
）
３３う
。

国
際
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
に
お
け
る
課
徴
金
の
算
定
に
つ
い
て
（
伊
永
） 
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必
要
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
当
該
シ
ェ
ア
は
課
徴
金
の
多
寡
に
直
接
影
響
す
る
の
で
、
争
い
の
生
じ
に
く
い
客
観
的
な
算
出
方
法
を
採
用

す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
注
意
す
べ
き
観
点
と
し
て
、
市
場
シ
ェ
ア
を
算
出
す
る
市
場
を
ど
の
よ
う
に
画
定
す
る
の
が
適
切
か
、
市
場
シ
ェ
ア

は
事
業
者
単
位
で
み
る
か
グ
ル
ー
プ
単
位
で
み
る
べ
き 

世
界
市
場
を
認
定
し
た
場
合
、
公
正
取
引
委
員
会
は
外
国
で
の
売
上
げ
を
正
確
に

把
握
で
き
る
か
と
い
う
問
題
が
考
え
ら
れ
る
。

　
市
場
シ
ェ
ア
の
算
出
に
係
る
こ
の
よ
う
な
問
題
を
回
避
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
は
、

①
　
課
徴
金
を
機
械
的
に
均
等
に
配
分
す
る

②
　
違
反
事
業
者
全
体
の
連
帯
責
任
と
し
て
賦
課
す
る

③
　
欧
州
委
員
会
と
同
様
の
裁
量
的
課
徴
金
制
度
を
導
入
す
る

な
ど
の
手
法
が
考
え
ら
れ
る
。

　
①
は
違
反
事
業
者
間
の
責
任
分
配
が
難
し
い
場
合
に
と
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
算
定
方
法
と
し
て
の
明
確
か
つ
簡
便
で
あ
り
、
適
用
面
で
争

い
を
招
く
お
そ
れ
は
小
さ
い
が
、
事
業
規
模
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
同
額
の
課
徴
金
と
な
る
こ
と
の
当
否
が
問
題
と
な
る
ほ
か
、
個
々
の
事
業

者
に
想
定
さ
れ
る
不
当
利
得
額
と
不
可
避
的
に
乖
離
が
生
ず
る
と
い
う
、
結
論
の
妥
当
性
に
お
い
て
問
題
が
あ
る
。

　
②
は
共
同
不
法
行
為
と
し
て
民
事
上
の
責
任
を
追
及
し
た
場
合
と
同
様
の
効
果
を
得
る
も
の
で
あ
る
。
連
帯
で
共
同
責
任
を
課
す
と
い
う
点

に
つ
い
て
は
、
平
成
二
一
年
改
正
に
よ
り
既
に
課
徴
金
制
度
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
違
反
事
業
者
か
ら
違
反
行

為
に
係
る
事
業
を
譲
り
受
け
た
事
業
者
に
対
し
、
一
定
の
条
件
の
下
で
課
徴
金
が
課
さ
れ
る
制
度
（
特
定
事
業
承
継
子
会
社
等
に
対
す
る
課
徴

金
納
付
命
令
。
独
占
禁
止
法
第
七
条
の
二
第
二
五
項
）
が
導
入
さ
れ
た
が
、
当
該
事
業
者
が
複
数
存
在
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
業
者
に

対
し
て
課
徴
金
が
連
帯
し
て
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
連
帯
で
課
徴
金
の
納
付
が
命
じ
ら
れ
た
場
合
、
個
々
の
違
反
事
業
者
の
最
終
的

（
　
）
３４か
、

＜
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な
課
徴
金
納
付
の
負
担
割
合
は
、
求
償
権
の
行
使
を
通
じ
て
民
事
的
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
、
公
正
取
引
委
員
会
が
厳
密
な
課
徴
金

の
配
分
に
煩
わ
さ
れ
る
心
配
が
な
い
点
が
、
算
定
の
容
易
性
・
簡
便
性
の
観
点
と
も
合
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
課
徴
金
の
よ
う
な
行
政
上
の

措
置
に
つ
い
て
外
国
事
業
者
と
の
間
で
事
後
的
な
求
償
関
係
を
築
け
ば
よ
い
と
す
る
の
は
、
国
際
的
に
み
て
も
異
例
の
制
度
で
あ
る
。
従
前
か

ら
の
課
徴
金
の
制
度
趣
旨
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
も
、
損
害
賠
償
制
度
と
同
列
に
論
じ
ら
れ
る
か
は
疑
問
が
あ
る
。

　
③
は
市
場
に
お
け
る
競
争
へ
の
影
響
を
寄
与
度
に
よ
っ
て
反
映
す
る
と
い
う
点
で
自
由
競
争
経
済
秩
序
の
保
護
を
目
的
と
す
る
独
占
禁
止
法

の
趣
旨
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
外
国
で
の
売
上
額
の
調
査
に
お
け
る
困
難
や
明
確
に
定
義
し
に
く
い
形
態
の
違
反
行
為
が
あ

り
得
る
こ
と
も
考
え
る
と
、
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
実
態
に
応
じ
た
柔
軟
な
課
徴
金
算
定
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
途
を
開
く
こ
と
に
繋
が
る
。

こ
れ
は
要
件
裁
量
の
範
囲
と
い
え
る
が
、
こ
の
考
え
の
背
景
に
は
競
争
へ
の
影
響
評
価
と
い
う
制
限
が
あ
る
も
の
の
公
正
取
引
委
員
会
に
課
徴

金
算
定
の
裁
量
を
委
ね
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
課
徴
金
の
制
度
趣
旨
等
に
鑑
み
れ
ば
、
公
正
取
引
員
会
の
裁
量
を
要
件
裁
量
に
と
ど
め
、
③
の
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
の
が
①
及
び
②
の
方

法
と
比
べ
て
最
も
現
実
的
な
算
定
方
法
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
昭
和
五
二
年
ま
で
の
課
徴
金
制
度
導
入
の
経 

照
ら
せ
ば
、
現
行
課
徴
金
制
度

に
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
趣
旨
を
入
れ
る
点
で
異
論
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
現
行
課
徴
金
制
度
に
お
い
て
も
主
導
的
な
役
割
を
担
っ
た

違
反
事
業
者
に
対
す
る
割
増
課
徴
金
算
定
率
（
独
占
禁
止
法
第
七
条
の
二
第
八
項
）
の
規
定
に
お
い
て
「
当
該
違
反
行
為
を
容
易
に
す
べ
き
重

要
な
も
の
を
し
た
者
」
と
い
う
裁
量
の
余
地
の
あ
る
要
件
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
当
該
規
定
と
同
程
度
の
明
確
性
を
持
っ
た
裁
量
限
定
型
の
規

定
で
あ
れ
ば
、
立
法
す
る
こ
と
も
可
能
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
　
）
３５緯
に

国
際
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
に
お
け
る
課
徴
金
の
算
定
に
つ
い
て
（
伊
永
） 

一
二
九
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結
　
　
　
　
　
語

　
国
際
的
な
事
業
展
開
及
び
貿
易
の
進
展
に
伴
い
、
外
国
事
業
者
の
競
争
制
限
行
為
が
国
境
を
越
え
て
我
が
国
の
自
由
競
争
経
済
秩
序
を
脅
か

す
の
が
通
例
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
代
的
課
題
に
対
し
、
競
争
当
局
間
で
の
連
携
も
「
共
存
」
か
ら
「
協
力
」
に
移
っ
て
き
て
お

り
、
国
際
的
な
執
行
協
力
体
制
も
議
論
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
国
際
市
場
分
割
と
い
う
ハ
ー
ド
コ
ア
・
カ
ル
テ
ル
に
対
す
る
各
国
当
局
に
よ
る
規
制

の
包
囲
網
も
完
成
し
つ
つ
あ
る
と
評
価
で
き
る
が
、
一
方
で
執
行
手
段
が
規
制
の
実
効
性
を
確
保
す
る
の
に
十
分
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
に

つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
。

　
本
稿
で
み
た
よ
う
に
、
欧
州
域
内
市
場
に
お
い
て
売
上
げ
の
な
い
外
国
事
業
者
に
つ
い
て
も
算
定
対
象
と
す
る
欧
州
委
員
会
の
事
件
処
理
に

は
合
理
性
が
あ
り
、
我
が
国
に
お
い
て
も
算
定
方
法
の
特
則
を
設
け
る
必
要
性
も
許
容
性
も
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
国
際
市

場
分
割
カ
ル
テ
ル
に
つ
い
て
は
、
特
に
外
国
主
権
の
行
使
に
配
慮
し
て
我
が
国
市
場
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
範
囲
に
限
定
す
る
と
い
う
国
際
礼
譲

の
趣
旨
を
全
う
す
る
の
が
望
ま
し
い
法
運
用
の
あ
り
方
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
限
定
の
な
い
国
内
市
場
に
お
け
る
市
場
分
割
カ
ル
テ

ル
に
つ
い
て
も
算
定
方
法
の
特
則
を
適
用
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
一
定
の
取
引
分
野
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
本
稿
で
は
、
算
定
方
法
の
特
則
を
設
け
る
に
は
、
不
当
な
取
引
制
限
の
構
成
要
件
を
整
理
し
直
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
重
要
な
課
題
が
あ
る

こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
導
入
す
れ
ば
、
特
に
入
札
談
合
に
お
け
る
協
力
者
の
立
場
は
、
こ
れ
ま
で
の
扱
い
と
劇
的
に

変
わ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
協
力
者
に
よ
る
受
注
協
力
が
な
け
れ
ば
競
争
制
限
が
生
じ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
こ
れ
ら
の
者

も
規
制
の
対
象
範
囲
に
と
ら
え
、
不
当
な
取
引
制
限
規
制
の
実
効
を
高
め
る
こ
と
も
十
分
検
討
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
に
お
い
て
提
示

し
た
論
点
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
事
件
処
理
に
よ
る
事
案
の
蓄
積
を
待
つ
と
と
も
に
、
他
日
を
期
し
て
よ
り
詳
細
な
検
討
を
行
い
た
い
と
考
え

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
四
巻
　
一
号 

一
三
〇
（
　
　
　
）

一
三
〇



て
い
る
。
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ハ
ー
ド
コ
ア
・
カ
ル
テ
ル
に
対
し
て
効
果
的
な
抑
止
力
を
発
揮
さ
せ
る
た
め

に
は
、
行
政
に
よ
る
制
裁
金
賦
課
を
中
心
と
し
た
制
裁
措
置
の
一
層
の
強
化
（
個
人
に
対
す
る
刑
事
罰
の
厳
罰
化
を
含
む
）
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
の

がO
E
C
D

 
 
 
 

の
立
場
で
あ
る
。

（
２
）　C

om
m
ission

D
ecision

of

 
  
 
        
           28   .1.2009,C

ase
C
O
M
P/39406

            
     
 
 
        –  

M
arine

hoses.

  
            

（
３
）　
㈱
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
ほ
か
四
社
に
対
す
る
件
（
排
除
措
置
命
令
・
課
徴
金
納
付
命
令
平
成
二
〇
年
二
月
二
〇
日
、
平
成
二
〇
年
（
措
）
第
二
号
・
平
成

二
〇
年
（
納
）
第
一
〇
号
、
審
決
集
五
四
巻
五
一
二
頁
・
六
二
三
頁
）。

（
４
）　
管
轄
権
の
問
題
は
、
一
般
的
に
は
、
国
内
法
令
を
制
定
し
て
、
一
定
の
事
象
と
活
動
を
そ
の
適
用
対
象
と
し
、
合
法
性
の
有
無
を
認
定
す
る
権
限

（
立
法
管
轄
権
）、
国
内
法
令
及
び
判
決
の
履
行
・
遵
守
を
強
制
し
、
又
は
こ
れ
に
従
わ
な
い
者
を
罰
す
る
権
限
（
執
行
管
轄
権
）、
司
法
機
関
又
は
行

政
審
判
機
関
が
国
内
法
令
を
適
用
し
て
具
体
的
な
事
案
の
審
理
に
服
さ
せ
る
権
限
（
司
法
管
轄
権
）
に
分
け
ら
れ
る
。
広
部
和
也
「
国
家
管
轄
権
の
競

合
と
配
分
」
村
瀬
信
也
・
奥
脇
直
也
＝
編
『
国
家
管
轄
権
─
国
際
法
と
国
内
法
─
』
一
四
八
～
一
四
九
頁
（
勁
草
書
房
、
山
本
草
二
先
生
古
稀
記
念
、

一
九
九
八
年
）。
山
本
草
二
『
国
際
法
』
二
三
二
頁
（
有
斐
閣
、
新
版
、
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
管
轄
権
の
定
義
で
は
、
管
轄
権
の
三
分
類
が
そ
れ
ぞ

れ
立
法
、
行
政
、
司
法
の
三
権
と
対
応
す
る
か
の
よ
う
な
認
識
を
招
く
が
、
三
権
に
よ
っ
て
管
轄
権
の
調
整
原
理
を
分
け
る
合
理
性
は
な
く
、
米
国
に

お
け
る
第
三
次
対
外
関
係
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
よ
う
に
機
能
面
に
着
目
し
て
調
整
原
理
を
見
い
だ
す
も
の
と
位
置
付
け
る
の
が
適
当
と
考
え
ら
れ

る
。See
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                .  

（
５
）　
公
正
取
引
委
員
会
が
ど
こ
ま
で
管
轄
権
を
広
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、「
行
為
地
が
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
、
日
本
国

内
の
市
場
で
の
競
争
を
制
限
す
る
よ
う
な
行
為
、
日
本
市
場
へ
の
影
響
が
あ
る
よ
う
な
競
争
制
限
行
為
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
法
適
用
可
能
だ
と
い
う
こ

国
際
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
に
お
け
る
課
徴
金
の
算
定
に
つ
い
て
（
伊
永
） 

一
三
一
（
　
　
　
）

一
三
一



と
で
や
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
」（
独
占
禁
止
懇
話
会
第
一
八
六
回
会
合
議
事
録
（
平
成
二
二
年
六
月
二
一
日
開
催
））
と
の
幹
部
発
言
を

踏
ま
え
れ
ば
、
我
が
国
市
場
に
お
け
る
競
争
へ
の
影
響
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
独
占
禁
止
法
の
適
用
を
行
う
と
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
事
案
を
処
理
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
６
）　
大
川
進
・
平
山
賢
太
郎
「
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
の
製
造
販
売
業
者
に
対
す
る
排
除
措
置
命
令
及
び
課
徴
金
納
付
命
令
に
つ
い
て
」
公
正
取
引
六
九
三
号
七

一
頁
（
二
〇
〇
八
年
）。

（
７
）　
白
石
忠
志
『
独
禁
法
事
例
の
勘
所
』
三
二
一
頁
（
有
斐
閣
、
第
二
版
、
二
〇
一
〇
年
）。
矢
吹
公
敏
「
国
際
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
の
当
事
者
で
あ
る

外
国
事
業
者
に
対
す
る
独
禁
法
の
適
用
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九
九
号
一
八
七
頁
（
二
〇
一
〇
年
）
は
、
独
占
禁
止
法
の
目
的
規
定
か
ら
世
界
市
場
そ

の
も
の
を
一
定
の
取
引
分
野
と
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
す
る
。
た
だ
し
、
我
が
国
独
占
禁
止
法
違
反
と
し
て
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
判
断

す
る
決
定
的
理
由
付
け
を
独
占
禁
止
法
の
目
的
論
か
ら
導
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
白
石
教
授
は
否
定
的
と
思
わ
れ
る
。
白
石
忠
志
「
自
国
の
独
禁
法
に

違
反
す
る
国
際
事
件
の
範
囲
（
下
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
〇
三
号
一
一
六
～
一
一
七
頁
（
一
九
九
六
年
）
参
照
。

（
８
）　
松
下
満
雄
『
独
占
禁
止
法
と
国
際
取
引
』
五
八
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
）。
山
田
昭
雄
「
国
際
カ
ル
テ
ル
に
対
す
る
規
制
に
つ
い
て
」

法
学
新
報
一
〇
九
巻
一
一
＝
一
二
号
一
五
八
頁
（
二
〇
〇
三
年
）
は
、
我
が
国
市
場
に
関
係
す
る
部
分
の
み
排
除
措
置
命
令
を
命
ず
る
こ
と
を
前
提
に
、

国
際
カ
ル
テ
ル
に
つ
い
て
は
多
国
間
に
わ
た
る
地
理
的
範
囲
を
一
定
の
取
引
分
野
と
捉
え
る
の
が
も
っ
と
も
事
実
に
即
し
た
構
成
要
件
の
当
て
は
め
で

あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
稗
貫
俊
文
「
国
際
取
引
と
独
占
禁
止
法
」
岸
井
大
太
郎
ほ
か
『
経
済
法
―
独
占
禁
止
法
と
競
争
政
策
』
三
八
九
頁
（
有
斐
閣
、

第
六
版
、
二
〇
一
〇
年
）
は
、
世
界
市
場
を
分
割
す
る
カ
ル
テ
ル
で
は
、
日
本
国
内
市
場
を
一
定
の
取
引
分
野
と
す
る
と
相
互
拘
束
の
要
件
が
充
足
さ

れ
な
い
場
合
が
あ
る
た
め
、
カ
ル
テ
ル
の
影
響
を
受
け
る
日
本
市
場
に
日
本
企
業
が
輸
出
の
拘
束
を
受
け
て
い
る
海
外
市
場
を
加
え
て
一
定
の
取
引
分

野
を
画
定
す
べ
き
と
し
て
い
る
。

（
９
）　
公
正
取
引
委
員
会
「
企
業
結
合
審
査
に
関
す
る
独
占
禁
止
法
の
運
用
指
針
」（
平
成
二
三
年
六
月
一
四
日
改
定
）
第
二
の
三
（
２
）。

（
　
）　
企
業
結
合
の
相
談
事
例
に
お
い
て
は
、
Ｎ
Ｅ
Ｃ
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
㈱
及
び
㈱
ル
ネ
サ
ス
テ
ク
ノ
ロ
ジ
の
合
併
（
公
正
取
引
委
員
会
「
平
成
二
一
年

１０
度
に
お
け
る
主
要
な
企
業
結
合
事
例
」（
平
成
二
二
年
六
月
二
日
）
事
例
六
）
で
は
、SR

A
M

 
 
 
 

等
の
五
商
品
に
つ
い
て
世
界
全
体
を
地
理
的
範
囲
と
し

て
画
定
し
て
お
り
、
新
日
本
石
油
㈱
と
新
日
鉱
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
㈱
の
経
営
統
合
（
同
事
例
二
）
で
は
、
パ
ラ
キ
シ
レ
ン
に
つ
い
て
ア
ジ
ア
地
域
を

＜
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説＞

修
道
法
学
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号 

一
三
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（
　
　
　
）

一
三
二



地
理
的
範
囲
と
し
て
画
定
し
て
い
る
こ
と
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
例
え
ば
、
㈱SU

M
C
O

 
 
 
 
 

に
よ
る
コ
マ
ツ
電
子
金
属
㈱
の
株
式
取
得

事
例
（
公
正
取
引
委
員
会
「
平
成
一
七
年
度
に
お
け
る
主
要
な
企
業
結
合
事
例
」（
平
成
一
八
年
六
月
七
日
）
事
例
八
）
等
、
実
態
と
し
て
世
界
市
場

が
形
成
さ
れ
て
い
る
事
例
に
つ
い
て
、
な
お
法
解
釈
の
次
元
で
は
国
境
を
越
え
た
「
一
定
の
取
引
分
野
」
の
画
定
に
踏
み
切
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
の
見
解
が
あ
っ
た
。
川
濵
昇
ほ
か
『
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
解
説
と
分
析
』
九
二
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
　
）　
東
京
海
上
火
災
保
険
㈱
に
対
す
る
件
（
課
徴
金
納
付
を
命
ず
る
審
決
平
成
一
二
年
六
月
二
日
、
平
成
一
〇
年
（
判
）
第
四
号
、
審
決
集
四
七
巻
一
四

１１
一
頁
）
ほ
か
。

（
　
）　
テ
レ
ビ
用
ブ
ラ
ウ
ン
管
製
造
販
売
業
者
に
対
す
る
件
（
課
徴
金
納
付
命
令
平
成
二
一
年
一
〇
月
七
日
、
平
成
二
一
年
（
納
）
第
六
二
～
六
六
号
、
審

１２
決
集
五
六
巻
二
号
一
七
三
頁
）。

（
　
）　G

uidelines
on
the
m
ethod

of
setting
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１４
（
　
）　Id   .at

para.427,434

                   .  

１５
（
　
）　
東
京
海
上
日
動
火
災
保
険
㈱
ほ
か
一
三
名
に
よ
る
審
決
取
消
請
求
事
件
（
最
判
平
成
一
七
年
九
月
一
三
日
、
平
成
一
四
年
（
行
ヒ
）
第
七
二
号
、
民

１６
集
五
九
巻
七
号
一
九
五
〇
頁
）。

（
　
）　
課
徴
金
減
免
制
度
に
基
づ
き
、
事
業
者
に
よ
り
自
ら
の
違
反
行
為
に
係
る
事
実
の
報
告
等
が
行
わ
れ
た
件
数
は
、
二
〇
〇
六
年
一
月
の
制
度
導
入
か

１７
ら
二
〇
一
〇
年
度
末
ま
で
の
累
計
で
四
八
〇
件
で
あ
り
、
二
〇
〇
六
年
以
降
に
お
け
る
入
札
談
合
・
カ
ル
テ
ル
の
法
的
措
置
件
数
七
二
件
の
う
ち
公
表

さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
も
五
八
件
が
課
徴
金
減
免
制
度
が
利
用
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
公
正
取
引
委
員
会
「
平
成
二
二
年
度
に
お
け
る
独
占
禁
止
法

違
反
事
件
の
処
理
状
況
に
つ
い
て
」
四
頁
（
平
成
二
三
年
六
月
一
日
公
表
）。

（
　
）　
大
日
本
印
刷
㈱
ほ
か
二
名
に
よ
る
審
決
取
消
請
求
事
件
（
東
京
高
判
平
成
九
年
六
月
六
日
、
平
成
八
年
（
行
ケ
）
第
一
七
九
号
・
第
一
八
八
号
・
第

１８
一
八
九
号
、
判
時
一
六
二
一
号
九
八
頁
）。

（
　
）　
佐
伯
仁
志
「
二
重
処
罰
の
禁
止
に
つ
い
て
」
松
尾
浩
也
・
芝
原
邦
爾
＝
編
『
刑
事
法
学
の
現
代
的
状
況
』
二
九
九
～
三
〇
一
頁
（
有
斐
閣
、
内
藤
謙

１９
国
際
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
に
お
け
る
課
徴
金
の
算
定
に
つ
い
て
（
伊
永
） 

一
三
三
（
　
　
　
）

一
三
三



先
生
古
稀
記
念
、
一
九
九
四
年
）
参
照
。
課
徴
金
制
度
が
二
重
処
罰
の
問
題
を
回
避
す
る
た
め
に
不
当
利
得
剥
奪
論
は
不
要
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
理

解
が
最
高
裁
判
決
と
も
整
合
的
で
あ
る
と
す
る
。
佐
伯
仁
志
「
独
禁
法
改
正
と
二
重
処
罰
の
問
題
」
日
本
経
済
法
学
会
年
報
二
六
号
五
二
～
五
三
頁

（
二
〇
〇
五
年
）。

（
　
）　
平
成
一
八
年
一
月
四
日
に
施
行
さ
れ
た
「
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」（
平
成
一
七
年
法

２０
律
第
三
五
号
）
に
よ
る
独
占
禁
止
法
の
改
正
を
指
す
。

（
　
）　
諏
訪
園
貞
明
＝
編
著
『
平
成
一
七
年
改
正
独
占
禁
止
法
』
二
一
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
五
年
）、
竹
島
一
彦
公
正
取
引
委
員
会
委
員
長
答
弁
・
平

２１
成
一
六
年
一
一
月
一
九
日
衆
議
院
経
済
産
業
委
員
会
。

（
　
）　
最
判
平
成
一
七
年
九
月
一
三
日
・
前
掲
注
（
　
）。

２２

１６

（
　
）　
白
石
・
前
掲
注
（
７
）『
独
禁
法
事
例
の
勘
所
』
二
一
八
頁
。
ま
た
、
岸
井
大
太
郎
「
課
徴
金
制
度
の
強
化
」
日
本
経
済
法
学
会
年
報
二
六
号
二
六

２３
頁
（
二
〇
〇
五
年
）
は
「供
違
反
行
為
に
よ
る
経
済
的
利
得
僑
は
、
課
徴
金
の
具
体
的
な
水
準
を
設
定
す
る
際
に
は
、
依
然
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
」
と
す
る
。

（
　
）　
諏
訪
園
・
前
掲
注
（
　
）
二
一
～
二
二
頁
。

２４

２１

（
　
）　
平
成
二
二
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
「
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」（
平
成
二
一
年
法

２５
律
第
五
一
号
）
に
よ
る
独
占
禁
止
法
の
改
正
を
指
す
。

（
　
）　
藤
井
宣
明
「
平
成
二
一
年
改
正
独
占
禁
止
法
の
解
説
」
商
事
法
務
一
八
七
〇
号
七
頁
（
二
〇
〇
九
年
）。

２６
（
　
）　
し
か
し
な
が
ら
、
不
当
廉
売
に
関
し
て
は
違
反
行
為
期
間
中
に
不
当
な
利
得
が
発
生
す
る
こ
と
は
な
く
、
も
し
当
該
行
為
に
よ
っ
て
競
争
者
が
排
除

２７
さ
れ
た
後
に
競
争
水
準
以
上
に
価
格
を
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
市
場
支
配
力
が
形
成
・
維
持
・
強
化
さ
れ
て
い
る
と

評
価
で
き
る
た
め
、
当
該
行
為
は
排
除
型
私
的
独
占
（
独
占
禁
止
法
第
二
条
第
五
項
）
に
該
当
し
、
繰
り
返
し
同
一
の
違
反
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と
を

待
つ
こ
と
な
く
課
徴
金
の
対
象
（
同
法
第
七
条
の
二
第
四
項
）
と
な
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
不
当
廉
売
と
し
か
構
成
で
き
な
い
事

案
の
場
合
に
は
、
違
反
行
為
に
よ
る
不
当
な
利
得
は
観
念
で
き
な
い
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

（
　
）　
デ
ジ
タ
ル
計
装
制
御
シ
ス
テ
ム
工
事
入
札
談
合
に
係
る
損
害
賠
償
代
位
請
求
控
訴
及
び
同
附
帯
控
訴
事
件
（
大
阪
高
判
平
成
一
三
年
三
月
八
日
、
平

２８ ＜
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道
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四
（
　
　
　
）

一
三
四



成
一
一
年
（
行
コ
）
第
九
四
号
な
い
し
第
九
七
号
・
平
成
一
二
年
（
行
コ
）
第
二
一
号
・
同
第
四
九
号
、
審
決
集
四
七
巻
七
四
八
頁
）。
な
お
、
本
判

決
に
対
し
て
は
上
告
及
び
上
告
受
理
申
立
て
が
な
さ
れ
た
が
、
最
高
裁
は
平
成
一
四
年
一
〇
月
一
五
日
に
不
受
理
決
定
と
し
て
い
る
。

（
　
）　
座
間
市
発
注
下
水
道
付
設
工
事
及
び
道
路
工
事
入
札
談
合
に
係
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
（
横
浜
地
判
平
成
一
四
年
四
月
二
四
日
、
平
成
一
〇
年
（
行

２９
ウ
）
第
四
三
号
、
審
決
集
四
九
巻
六
八
三
頁
）。

（
　
）　
四
国
ロ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
㈱
ほ
か
三
社
に
対
す
る
件
（
勧
告
審
決
平
成
一
四
年
一
二
月
四
日
、
平
成
一
四
年
（
勧
）
第
一
九
号
、
審
決
集
四
九
巻
二
四

３０
三
頁
）、
日
本
道
路
公
団
四
国
支
社
が
発
注
す
る
道
路
保
全
土
木
工
事
の
入
札
参
加
業
者
に
対
す
る
件
（
課
徴
金
納
付
命
令
平
成
一
五
年
五
月
二
日
、

平
成
一
五
年
（
納
）
第
二
六
三
号
、
審
決
集
五
〇
巻
五
五
六
頁
）。

（
　
）　
全
国
的
に
従
来
か
ら
受
注
し
て
い
る
事
業
者
が
引
き
続
き
受
注
す
る
と
の
認
識
が
醸
成
さ
れ
て
お
り
、
中
国
地
区
に
つ
い
て
も
四
国
地
区
と
同
様
の

３１
状
態
に
あ
っ
た
が
、
中
国
地
区
の
方
は
証
拠
が
薄
か
っ
た
た
め
、
四
国
地
区
の
方
だ
け
を
取
り
上
げ
た
と
し
て
い
る
。「
座
談
会
」
公
正
取
引
六
三
二

号
七
頁
〔
鈴
木
孝
之
発
言
〕
参
照
。

（
　
）　
た
だ
し
、
発
注
官
庁
に
よ
る
指
名
停
止
処
分
の
対
象
と
な
る
か
否
か
は
違
反
行
為
者
と
な
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
た
め
、
事
業
者
に
と
っ

３２
て
は
課
徴
金
納
付
命
令
の
名
宛
人
と
な
ら
ず
と
も
、
排
除
措
置
命
令
を
受
け
る
か
否
か
は
大
き
な
関
心
事
項
と
な
っ
て
い
る
。
指
名
停
止
処
分
の
基
準

に
つ
い
て
は
、
中
央
公
共
工
事
契
約
制
度
運
用
連
絡
協
議
会
「
工
事
請
負
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領
中
央
公
共
工
事
契
約
制
度
運
用
連
絡

協
議
会
モ
デ
ル
」
別
表
第
二－

五
（
昭
和
五
九
年
三
月
二
三
日
採
択
、
平
成
二
〇
年
六
月
二
七
日
最
終
改
正
）、「
工
事
請
負
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等

の
措
置
要
領
中
央
公
共
工
事
契
約
制
度
運
用
連
絡
協
議
会
モ
デ
ル
の
運
用
申
合
せ
」
七－

二
（
平
成
六
年
四
月
二
〇
日
採
択
、
平
成
一
八
年
七
月
四
日

最
終
改
正
）
参
照
。

（
　
）　
本
件
課
徴
金
審
判
で
は
、
日
立
情
報
シ
ス
テ
ム
ズ
㈱
に
も
課
徴
金
を
課
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
結
果
招
来
さ
れ
る
課
徴
金
の
重
複
賦
課
を
避
け
る
た

３３
め
に
、「
社
会
保
険
庁
へ
の
直
接
売
上
げ
を
基
礎
に
算
定
さ
れ
た
被
審
人
ら
三
社
の
課
徴
金
合
計
額
を
、
日
立
情
報
を
含
む
四
社
に
、
本
件
シ
ー
ル
の

下
請
売
上
額
を
含
む
四
社
の
全
売
上
額
を
分
母
と
し
て
各
社
の
売
上
額
を
分
子
と
す
る
比
率
で
振
り
分
け
」
る
こ
と
が
被
審
人
側
か
ら
主
張
さ
れ
た
が
、

こ
の
主
張
は
容
認
さ
れ
な
か
っ
た
（
課
徴
金
納
付
を
命
ず
る
審
決
平
成
八
年
八
月
六
日
、
平
成
五
年
（
判
）
第
四
号
、
審
決
集
四
三
巻
一
一
〇
頁
）。

し
か
し
、
算
定
方
法
の
特
則
を
導
入
し
た
場
合
に
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
案
分
を
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

国
際
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
に
お
け
る
課
徴
金
の
算
定
に
つ
い
て
（
伊
永
） 

一
三
五
（
　
　
　
）

一
三
五



（
　
）　
欧
州
委
員
会
で
は
企
業
グ
ル
ー
プ
を
規
制
単
位
と
し
て
い
る
た
め
こ
の
よ
う
な
問
題
は
生
じ
な
い
が
、
我
が
国
で
は
独
占
禁
止
法
違
反
の
主
体
は
企

３４
業
グ
ル
ー
プ
で
は
な
く
個
々
の
事
業
者
で
あ
る
と
の
建
前
を
貫
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
平
成
二
一
年
独
占
禁
止
法
改
正
に
よ
り
、
課
徴
金
減
免
申
請
に

お
い
て
は
企
業
グ
ル
ー
プ
に
配
慮
し
た
適
用
を
許
す
規
定
を
特
別
に
設
け
て
お
り
、
企
業
グ
ル
ー
プ
と
い
う
実
態
を
全
く
無
視
し
た
法
体
系
と
し
て
運

用
さ
れ
て
い
る
の
と
は
異
な
る
。

（
　
）　
川
井
克
倭
『
カ
ル
テ
ル
と
課
徴
金
』
七
四
頁
以
下
（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
六
年
）。
た
だ
し
、
昭
和
五
二
年
独
占
禁
止
法
改
正
直
後
に
お
い

３５
て
も
、
課
徴
金
算
定
に
つ
い
て
行
政
庁
の
裁
量
を
認
め
る
の
が
適
当
で
な
い
と
の
考
え
と
裁
量
的
金
額
に
し
た
方
が
優
れ
て
い
た
と
す
る
考
え
と
が
対

立
し
て
い
た
。
大
橋
宗
夫
「
独
禁
法
改
正
の
経
緯
と
改
正
事
項
の
解
説
」
別
冊
商
事
法
務
三
七
号
一
七
頁
（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
七
七
年
）、
矢

沢
淳
「
改
正
独
占
禁
止
法
の
諸
問
題
」
同
八
八
頁
。

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
四
巻
　
一
号 

一
三
六
（
　
　
　
）

一
三
六


